
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

八
上

一
五ア

ン
ド
リ
サ
ー
チ
ア
ン
ド
・
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
・
リ
サ
ー

チ

一
〇
〃

三‑P
ro
ffla
b
L
L
C
;‑L
L
C
P
ro
ffla
b
;

（
印
刷
誤
り
）

七
一
上
表
中
規
格

欄
中七〜
八 ２

つ
穴
２
つ
穴

２
つ
穴

令和年月日 水曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ア
シ
ス
ト
ビ
ジ
ネ
ス

と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
二
日

香
川
県
丸
亀
市
原
田
町
二
二
二
九
番
地
二

ア
シ
ス
ト
ビ
ジ
ネ
ス
合
同
会
社

代
表
社
員

岡
田

公
宏

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
二
日

大
阪
市
天
王
寺
区
生
玉
町
一
一

二
四
生
玉
小
谷

ビ
ル
三
〇
一

合
同
会
社
A
d
d
W
isteria

代
表
社
員

加
藤

俊
宏

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
六
千
九
百
九
十
九
万
三

千
九
十
円
減
少
し
、
一
千
万
円
と
し
て
減
少
す
る
資
本
金

の
全
部
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
七
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
（
会
社
法
第
三
一
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
議
決

権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主
全
員
の
書
面
に
よ
る

同
意
）
は
令
和
七
年
四
月
七
日
付
け
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://a
ltiri.jp

/n
o
tice

令
和
七
年
四
月
二
日

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
問
屋
町
一
番
三
五
号
千
葉

ポ
ー
ト
サ
イ
ド
タ
ワ
ー
二
二
階
西

株
式
会
社
ア
ル
テ
ィ
ー
リ

代
表
取
締
役

新
居

佳
英

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
二
千
四
百
九
十
三
万
二

千
七
百
八
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
三
日

掲
載
頁

二
十
七
頁

令
和
七
年
四
月
二
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
一
丁
目
一
五
番
一
二
号

株
式
会
社
ネ
イ
リ
ー

代
表
取
締
役

浅
倉

健
吾

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
百
四
十
九
万
九
千

六
百
七
十
五
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
十
四
億
七
千
二

百
二
十
八
万
四
千
五
百
七
十
七
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
一
月
十
二
日

掲
載
頁

十
一
頁

令
和
七
年
四
月
二
日

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
一
七
番
三
号

住
友
不
動
産
永
田
町
ビ
ル
一
階ユ

ニ
フ
ァ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

土
岐

泰
之

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
令
和
七
年
四
月
十
八
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同

日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有
す

る
株
式
一
株
を
二
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株
式
の
割

当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
日

東
京
都
新
宿
区
富
久
町
七
番
一
二
号
Ａ
Ｋ
ビ
ル

株
式
会
社
赤
塚
屋

代
表
取
締
役

新
田

隆
祐

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
日

北
海
道
帯
広
市
西
九
条
南
二
十
七
丁
目
一
四
番
地
一

株
式
会
社
ウ
ィ
ネ
ッ
ト

代
表
取
締
役

藤
岡

博
行

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
日

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
二
番
二
四
号
豊
洲

フ
ォ
レ
シ
ア
十
一
階

ダ
イ
ア
ロ
グ
・
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

迫
間

幸
介

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
日

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
二
番
二
四
号
豊
洲

フ
ォ
レ
シ
ア
十
一
階

エ
シ
ェ
ロ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

迫
間

幸
介

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
日

長
崎
市
伊
良
林
一
丁
目
二
番
三
一
号

株
式
会
社
西
村
商
会

代
表
取
締
役

西
村

蔵

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
三
月
一

日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に

債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年

四
月
一
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
日

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
鶴
舞
四
丁
目
一
六
番
二

七
号

医
療
法
人
交
正
会
確
定
給
付
企
業
年
金

清
算
人

山
内

智
雄

令
和
七
年
三
月
十
日
（
号
外
第
四
十
七
号
）
官
庁
報
告

欄
労
働
の
部
（
最
低
工
賃
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示
）

令
和
七
年
一
月
十
日
（
号
外
特
第
一
号
）
外
務
省
告
示

第
二
十
七
号
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
る
国
際
平
和
の
た
め

の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講

ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連

邦
及
び
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
以
外
の
国
の
団
体
を
指
定
す

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）
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